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出先機関改革に関する意見 

 

 

本審議会は、標記について、厚生労働省設置法第９条第１項第３号の規定に基づき、下

記のとおり、意見を申し述べる。 

貴職におかれては、下記を踏まえ、出先機関改革の推進に当たり、適切に対処されたい。 

 

 

 

記 

 

現在、政府は地域主権改革の一環として出先機関の抜本的改革に取り組んでいる。 

これに関し、去る３月２３日には、全国知事会に設置された国の出先機関原則廃止プロ

ジェクトチームは、労働局並びに労働基準監督署及びハローワークを地方移管すべき旨を

示したとりまとめを行った。今後、内閣府に設置された地域主権戦略会議において、出先

機関の抜本的改革について検討するとされているが、これらの点についての、当審議会の

意見は以下のとおりである。 

 

１ ハローワークの地方移管について 

 

ハローワークの地方移管に関する当審議会の意見は、平成２１年２月５日付け「地方

分権改革に関する意見」に記したとおりであり、改めて以下のことを確認する。 

 

ハローワークは、憲法第２７条に基づく勤労権を保障するため、ナショナルミニマム

としての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全国ネットワークにより一体的に実施してお

り、障害者、母子家庭の母、年長フリーター、中高年齢者などの就職困難な人に対する

雇用の最後のセーフティネットである。 

ハローワークの業務は、以下のような理由から、都道府県に移管することは適当でな

く、国が責任をもって直接実施する必要があり、これは先進諸国における国際標準であ

る。 

① 都道府県域を超えた労働者の就職への対応や、都道府県域に限定されない企業の人



 

材確保ニーズへの対応を効果的・効率的に実施する必要があること。 

② 雇用状況の悪化や大型倒産に対し、迅速・機動的な対応を行い、離職者の再就職を

進め、失業率の急激な悪化を防ぐ必要があること。 

③ 雇用保険については、雇用失業情勢が時期や地域等により大きく異なるため、保険

集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図らないと、保険制度として成り立たない

こと。 

④ 地方移管は我が国の批准するＩＬＯ第８８号条約に明白に違反すること。 

 

したがって、国の様々な雇用対策の基盤であるハローワークは地方移管すべきでなく、

引き続き、国による全国ネットワークのサービス推進体制を堅持すべきである。 

一方、地方自治体が独自に地域の実情に応じた雇用対策をこれまで以上に積極的に進

めることは望ましいことであり、国と地方自治体が一体となって、その地域における雇

用対策を一層強化する必要がある。また、我が国のハローワークは主要先進国と比べて

も少ない組織・人員により効率的に運営しているところであるが、さらに、ハローワー

ク自身も雇用状況の変化に応じて、業務内容を適切に見直し、機能の強化や効率的な運

営を心がけるべきである。 

 

 

２ 労働基準行政、雇用均等行政、個別労働紛争対策等について 

 

労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法、労働者

派遣法等の基準の設定及び履行確保のための監督や指導、労災保険における認定業務は、

現在国並びに労働局及び労働基準監督署において直接実施している。このような業務に

ついては、地域の状況等によらず全国統一的に労働者を保護する必要があること、全国

的な問題事案に一斉に対応する必要があること、公正競争の確保の観点からも労働関係

の規制の適用には厳密な全国統一性が求められること等から、国の責任によりそれらを

担保する形で実施される必要がある。 

また、個別労働紛争対策については、国は労働基準監督署をはじめ労働法令の施行機

関を有し、都道府県は三者構成の労働委員会を有しており、国と都道府県のそれぞれに

特長があるので、現在の複線型の仕組みを活かし、両者がそれぞれの特長を最大限に発

揮しつつ連携協力することが重要である。 

 

 

 なお、政府において、事業仕分け的な手法も用いて出先機関の仕分けを行うことを検討

しているとも聞くが、労働局並びに労働基準監督署及びハローワークに係る出先機関改革

は、労働政策の実施体制の在り方そのものにもかかわるものであり、労働政策に関する重

要事項として当審議会において審議されるべきものである。今後、政府においては、この

ことを踏まえた適切な対処を要望する。 

 


